
令和3年10月5日～令和3年11月16日

5 火 10月定例教育委員会　教育長面談

6 水 教育長面談

7 木 教育長面談

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木 教育委員会訪問（直方一中）

15 金 10月教育長会　第２回学力向上検証委員会

16 土

17 日

18 月 コロナ対策本部会議

19 火 直方東小学校紙飛行機大会　

20 水 教育研究所2年次研究員発表会

21 木 第２回総合教育会議　第72回全国学校給食研究協議大会（オンライン）

22 金 第72回全国学校給食研究協議大会（オンライン）

23 土

24 日

25 月

26 火 直方市汚泥再生処理センター見学

27 水

28 木

29 金

30 土 第33回直方市英語発表会

31 日 作文・俳句コンクール表彰式

教育委員会行事報告

裏面へ　



1 月 11月定例校長会議

2 火 教育長・教育委員研修

3 水

4 木 直方市立学校管理職面接

5 金

6 土 市制９０周年記念式典

7 日 ハートフル奨学金審議会

8 月 直方市立学校管理職面接

9 火 直方市立学校管理職面接　文化庁文化財調査官来訪

10 水 県重点課題直方第三中学校区最終報告会

11 木 鞍手中学校発表会

12 金 直方第二中学校区小中交流会　管理職面接　

13 土

14 日 筑前のおがた高取焼大茶会

15 月 DX推進本部会議　県教育庁幹部意見交換会　11月教育長会

16 火 11月定例教育委員会　ライオンズクラブ講話

令和3年11月17日～令和3年11月30日

17 水 教育委員会訪問(直方西)

18 木 直方東小フォローアップ訪問

19 金 12月議会定例記者会見　植木中学校区小中一貫教育交流研究会

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木 下境保育園公開保育

26 金
直方第一中学校区小中交流会
ふくおか健康づくり県民会議総会　　　　　　　　　       提案説明

27 土

28 日

29 月 一般質問

30 火 一般質問

　11月

教育委員会行事予定



 

 

 

議案第 20号 

 

  

令和３年度１２月補正予算について 

 

 

令和３年度１２月補正予算（教育委員会分）について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

                      令和３年１１月１６日 

                    直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

提案理由 

   直方市教育委員会事務委任規則第２条第４号の規定により提案するものである。 

資料１ 













 

 

 

議案第 21号 

 

 

 

 

  直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

 直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 11月 16日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 4号の規定により提案するもの

である。 

資料 2 



直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例  

 

直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

（平成26年直方市条例第22号）の一部を次のように改正する。  

目次中「第53条」の次に「・第54条」を加える。  

第5条第2項から第6項までを削る。 

第38条第2項を削る。 

第53条を第54条とし、第4章中同条の前に次の1条を加える。 

（電磁的記録等）  

第53条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により

行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等

に係る電磁的記録（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができ

る。 

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につい

ては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の

交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護

者又は施設等利用給付認定保護者（以下この条において「教育・保育給付認定

保護者等」という。）の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この

条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条にお

いて同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面

等を交付又は提出したものとみなす。  

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  



ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保

護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法  

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等の

閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えら

れた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する

方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする

場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法）  

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記

載事項を記録したものを交付する方法  

3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録を

出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。  

4 特定教育・保育施設等は、第2項の規定により記載事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの  

(2) ファイルへの記録の方式  

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認

定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第 2項に規

定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教

育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限

りでない。 

6 第2項から第5項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において、第 2項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」

とあるのは「書面等による同意」と、「第 4項」とあるのは「第6項において準

用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提



出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは

「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受

けない」とあるのは「行わない」と、第4項中「記載事項を提供しよう」とある

のは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よう

とする」と、同項第 1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第

2項各号」と、第5項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、

「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等

による同意の取得」と読み替えるものとする。  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 



直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第1章 総則(第1条―第3条) 第1章 総則(第1条―第3条) 

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準(第4条) 第1節 利用定員に関する基準(第4条) 

第2節 運営に関する基準(第5条―第34条) 第2節 運営に関する基準(第5条―第34条) 

第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準(第37条) 第1節 利用定員に関する基準(第37条) 

第2節 運営に関する基準(第38条―第50条) 第2節 運営に関する基準(第38条―第50条) 

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条) 第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条) 

第4章 雑則(第53条・第54条) 第4章 雑則(第53条        ) 

附則 附則 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第5条 省略 第5条 省略 

（削る） 2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるとこ

ろにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条に

おいて「電磁的方法」という。)により提供することができる。

この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交

付したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ



るもの 

 ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込

者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法 

 イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事

項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾

又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保

育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法) 

 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録

したものを交付する方法 

（削る） 3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければなら

ない。 

（削る） 4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設

の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

（削る） 5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重

要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を

示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 



 (1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使

用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

（削る） 6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用

申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第1

項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはなら

ない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾を

した場合は、この限りでない。 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第38条 省略 第38条 省略 

（削る） 2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の

交付について準用する。 

(電磁的記録等) （新設） 

第53条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定において書面等(書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行う

ことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、

当該書面等に係る電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。以下この条において同じ。)により行うことができる。 

 

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付

又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成され

ている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で

 



定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又は施設等利

用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保

護者等」という。)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項

(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組

織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保

育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」とい

う。)により提供することができる。この場合において、当該特

定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものと

みなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ

るもの 

 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・

保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続す

る電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法 

 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じ

て教育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給

付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該

教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記

録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受

けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨

を記録する方法) 

 



(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付

する方法 

 

3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファ

イルへの記録を出力することによる文書を作成することができ

るものでなければならない。 

 

4 特定教育・保育施設等は、第2項の規定により記載事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教

育・保育給付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁

的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾

を得なければならない。 

 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が

使用するもの 

 

(2) ファイルへの記録の方式  

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教

育・保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電

磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該

教育・保育給付認定保護者等に対し、第2項に規定する記載事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教

育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした

場合は、この限りでない。 

 

6 第2項から第5項までの規定は、この条例の規定による書面等に

よる同意の取得について準用する。この場合において、第2項中

「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき

事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは

「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項におい

 



て準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書

面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得

た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提

供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあ

るのは「行わない」と、第4項中「記載事項を提供しよう」とあ

るのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるの

は「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあ

るのは「第6項において準用する第2項各号」と、第5項中「提供

を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定

する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面

等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

(委任) (委任) 

第54条 省略 第53条 省略 

 



 

 

 

議案第 22号 

 

 

 

 

  直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 

 直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 11月 16日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 4号の規定により提案するもの

である。 

資料 3 



直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例の一部を

改正する条例 

 

直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例（平成 27年

直方市条例第22号）の一部を次のように改正する。  

第4条の見出し中「手数料」を削り、同条第 1項中「するものとし、督促状を発

送したときは督促手数料を徴収」を削る。  

 

附 則 

この条例は、令和4年4月1日から施行する。  

 



直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

(督促      及び延滞金) (督促手数料及び延滞金) 

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が法附則第6条第4項に

基づき定める額(以下「保育料」という。)を、市長が別に定め

る納期限までに納付しないときは期限を指定してこれを督促  

                                                  するも

のとする。 

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が法附則第6条第4項に

基づき定める額(以下「保育料」という。)を、市長が別に定め

る納期限までに納付しないときは期限を指定してこれを督促す

るものとし、督促状を発送したときは督促手数料を徴収するも

のとする。 

2 省略 2 省略 

 



 

 

 

議案第 23号 

 

 

 

 

  直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条

例施行規則の一部を改正する規則について 

 

 

 直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例

施行規則の一部を改正する規則について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 3年 11月 16日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料 4 



直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則

の一部を改正する規則  

 

直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則（平

成27年直方市教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。  

第7条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とし、同条第5項中「3」

を「2」に改め、同項を同条第 4項とし、同条第6項を同条第5項とする。 

第8条中「督促手数料及び」を削る。  

 

附 則 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。  

 



直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

(督促及び延滞金) (督促及び延滞金) 

第7条 省略 第7条 省略 

（削る） 2 市長は、前項に規定する督促状を発送した場合は、督促状1通

につき100円の督促手数料を徴収するものとする。 

2 省略 3 省略 

3 省略 4 省略 

4 当分の間、第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合

は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均

貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に

規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算

した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、

その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年

7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年1

4.6パーセントの割合を超える場合には、年14.6パーセントの割

合)とする。 

5 当分の間、第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合

は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均

貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に

規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算

した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、

その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年

7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年1

4.6パーセントの割合を超える場合には、年14.6パーセントの割

合)とする。 

5 省略 6 省略 

(納付) (納付) 

第8条 前条に規定する保育料、              延滞金(以下「保

育料等」という。)は、市長の発行する納入通知書兼領収証書(様

式第3号)又は口座振替により徴収するものとする。 

第8条 前条に規定する保育料、督促手数料及び延滞金(以下「保

育料等」という。)は、市長の発行する納入通知書兼領収証書(様

式第3号)又は口座振替により徴収するものとする。 

 



 

 

 

議案第２４号 

 

 

 

直方市美術館美術作品等寄贈に関する要綱の制定について 

 

 

 

 

直方市美術館美術作品等寄贈に関する要綱の制定について、 

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和３年１１月１６日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第２条第２号の規定により提案するもの

である。 

資料５ 



直方市美術館美術作品等寄贈に関する要綱（案） 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、直方市美術館条例施行規則（平成 17年直方市教育委員会規則

第10号）に基づき、教育委員会が美術作品その他美術に関する資料（以下「美

術作品等」という。）の寄贈を受けることに関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（美術作品等の寄贈採納）  

第2条 

1 教育委員会が寄贈を受けることができる美術作品等は次に掲げるものとする。 

(1) 絵画 

(2) 書 

(3) 版画 

(4) 彫刻 

(5) 写真 

(6) 工芸品 

(7) 美術に関する資料  

(8) 教育委員会が特に必要と認めるもの  

2 教育委員会は、美術作品等が次のいずれにも該当するときに寄贈採納するもの

とする。 

(1) 直方市美術館条例（平成 30年直方市条例第30号。以下「条例」という。）

第1条に規定する設置目的を達成するために必要な美術作品等であること。  

(2) 直方市又は福岡県に縁のある美術作品等であること。ただし、美術資料と

しての価値が広く社会に認められているもの又は今後認められることになる

と見込まれるものはこの限りでない。  

(3) 条例第17条に規定する直方市美術館協議会（以下「協議会」という。）が

適当であると認めた美術作品等であること。  

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、美術作品等が次のいずれかに該当す

るときは採納しないものとする。   

(1) 維持管理等のために多額の費用を要するもの  

(2) 状態が悪く保管が困難であるもの又は他の美術作品等の保管に悪影響を

及ぼすもの 

(3) 寸法、重量、材質その他の特徴、維持の方法等で展示又は保管が困難であ

るもの 



(4) 盗難等不当に取得された可能性が高いもの  

(5) 債権や抵当権が設定されているもの  

(6) その他教育委員会が受入れ困難と判断するもの  

（条件付寄贈の禁止）  

第3条 教育委員会は、条件付の寄贈は原則として受け入れないものとする。ただ

し、教育委員会が認めたときはこの限りでない。  

（寄贈採納等の手続）  

第4条 美術作品等を寄贈しようとする者（以下「申請者」という。）は、美術作

品等寄贈申請書（様式第1号）を教育委員会に提出するものとする。  

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、第 2条の規定により必

要な審査をした上、当該美術作品等の寄贈採納の可否を決定するものとする。  

3 教育委員会は、前項の規定により、寄贈採納の可否を決定したときは、美術作

品等寄贈採納決定通知書（様式第 2号）又は美術作品等寄贈採納辞退通知書（様

式第3号）により、申請者に通知するものとする。  

4 教育委員会は、美術作品等を寄贈採納したときは、作品台帳（様式第4号）を

整備し、その管理状況等を記録するものとする。  

（採納した美術作品等の扱い）  

第5条 教育委員会は、採納した美術作品等（以下「寄贈品」という。）を適切な

環境の下で展示し、又は保管するものとする。この場合において、当該寄贈品

の展示場所又は保管場所及び展示方法又は保管方法は、教育委員会の判断によ

るものとする。 

2 教育委員会は、寄贈品について、美術資料としての価値の低下その他の理由に

より展示し、又は保管することが適当でないと認めた場合は、直方市美術館館

長を通じて協議会の意見を聴いて、これを適切な方法により処分することがで

きる。 

（指定管理者による管理）  

第6条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって

は、第4条第4項及び前条第1項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

と読み替えるものとする。  

（その他） 

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。  

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。  



様式第1号美術作品等寄贈申請書（第4条関係） 

 

 



様式第2号美術作品等寄贈採納決定通知書（第 4条関係） 

 

 



様式第3号美術作品等寄贈採納辞退通知書（第 4条関係） 

 

 



様式第4号作品台帳（第4条関係） 

 



令和4年度当初予算予算要望項目（歳出）
円

資料６

① 3 民生費 2 児童福祉費 2 児童福祉総務費 11 修繕料 5,288,000

② 3 民生費 2 児童福祉費 3 児童福祉施設費 12 委託料 △2662951

③ 3 民生費 2 児童福祉費 6 保育事業費 18
負担金補助及び
交付金

728,832,000

④ 3 民生費 2 児童福祉費 6 保育事業費 18
負担金補助及び
交付金

9,000,000

⑤ 3 民生費 2 児童福祉費 6 保育事業費 3,750,000

⑥ 10 教育費 2 小学校費 4 学校建設費 14 工事請負費 168,909,400

⑦ 10 教育費 3 中学校費 4 学校建設費 14 工事請負費 37,639,800

⑧ 10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費 12 委託費 1,882,100

⑨ 10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費 12 委託費 1,113,200

学童保育所施設整備事業・・・福地小学校 体育館の一部の改修を行う。

平成２５年度から行っていた「りちゃいけ」の形態を変更し、持ち寄り方式に変更。「りちゃいけひろば」開催。

保育所施設の老朽化が進んでいるため、施設の増改築を行う事業所に対しての補助金  保育所及び認定こども園  5園分    728,832,000円

保育所におけるICT化事業・・・保育士の負担軽減と保育におけるデジタル化を推進するもの  9園分 1園あたり100万円

保育所における睡眠中の事故防止のためにIOTを活用できるように補助するもの。5園分 1園あたり75万円

・植木小学校大規模改修工事（Ⅱ期）・・R3年度工事に引き続き校舎内部と外部の改修工事。廊下張り替え、屋上高架水槽の置き換え等。
・福地小学校外壁改修工事・・校舎全体の外壁に対する工事。
・福地小学校屋上防水工事・・校内各所で雨漏りしているため、屋上全体に防水工事を実施。上記の外壁改修工事とあわせて行う。
・直方西小学校トイレ改修工事・・運動場から離れている方の校舎の２階トイレの乾式化、洋式化改修。

・直方第二中学校トイレ改修工事・・体育館横のトイレの乾式化、洋式化改修

バスケットゴール点検

バスケットゴール点検



2 小学校費

3 中学校費

2 小学校費

3 中学校費

2 小学校費

3 中学校費

7 報償費 600,000

10 需用費 1,485,050

⑭ 2 総務費 1 総務管理費 10 男女共同参画推進費 307,200

⑮ 10 教育費 4 社会教育費 12 文化施設費 10 需用費 5,270,000

⑯ 10 教育費 4 社会教育費 12 文化施設費 12 委託料 163,200,000

⑰ 10 教育費 4 社会教育費 19 文化財費 12 委託料 13,930,000

男女共同参画審議会報酬・・・男女共同参画の推進に関する基本的な方針・施策及び重要事項を調査審議する。
令和4年度は「第3次　のおがた男女共同参画プラン」の見直し年度のため、例年より審議会を多く開催する予定。6,400円×8人×6回

ユメニティのおがた空調制御機器更新・・・老朽化に伴う制御機器の更新に伴う費用

文化施設管理委託料・・・文化5施設（ユメニティのおがた、図書館、美術館、歳時館、石炭記念館）の指定管理委託料

史跡筑豊炭田遺跡群　救護練習所模擬坑道整備基本設計委託料…模擬坑道を保存整備するにあたり基本設計を委託し、工法の検討及
び概算工事費の積算を行うもの

直方市学力向上重点取組として、集中力の育成を行うため徹底反復学習を行う。

⑩

⑪

⑫

⑬

5,083,100

10 教育費 2 教育振興費 12 委託料

10 教育費 2 教育振興費 12

児童生徒が双方向で学び合う機能や思考力・判断力・表現力の育成を備えた授業支援ソフトを導入する。
　小学校：3,061名×1,000円×1.1　中学校：1,560名×1,000円×1.1

10 教育費 2 小学校費 3 教育指導費

10 教育費 2 教育振興費 12 委託料

ICTを活用した基礎学習・補充学習を行うとともに主体的な学びをサポートするため、機能と豊富なコンテンツを備えた学習ソフトを導入する。小学校：
4,792,245円　中学校：1,742,635円

6,534,880

委託料 9,149,580

児童生徒の端末に安全なWebセキュリティ対策を設定し、持ち帰って自宅で学習する際でも安心して学習ができるようフィルタリングソフトを導入する。
小学校：3,061名×1,800円×1.1　中学校：1,560名×1,800円×1.1



 

－1－ 

〇総合教育会議における検討課題 

 

《教育委員会検討事項》 

 

適正規模のメリット（デメリット）  
 

通学区域の見直し 

・通学区域の見直しも検討（特に上頓野小、給食に大きな影響。） 

・弾力化の廃止（通学区域改定が決定ならばすぐに示しておく。） 

・スクールバスの活用 

・二段階の計画（推計結果により５年で見直し、中学校は後になど。） 
 

校舎・給食施設 

・長寿命化計画：二中の後、南小、西小、下境小と再編が考えられる学校 

が続く。 

・特別支援教室の増加、エアコンの更新、ＩＣＴ環境整備など新たな課題 

・体育館の整備 → ＋避難所機能 

・プールの整備 → 民間事業者への委託 

・学童保育所の整備 → バスの利用、ＩＣＴ環境整備  

・二中の整備 → 長寿命化改修か別地に建替えか。（土地の問題） 

・給食施設 ： ランニングコストを加えた提供施設別比較  

全小中学校分を提供できる施設となると、土地の問題がある。 

現実的な親子・兄弟方式の場合、学校統廃合を考慮することが必須。 
 

財政面の課題 

・学校に関する歳出と地方交付税の比較（特例措置）   

 ・校舎増改築（一時的な歳出増）と維持管理費（減価償却費含む）の比較 

・スクールバス … 年一台６００万円の交付税措置あり。 

・廃校管理費 
                        

地域との連携 

・コミュニティスクール（放課後学習） 

 ・部活・スポーツ指導（体育協会） 

 ・就学前施設等との連携  

・健康づくり（パーソナルヘルスレコードの推進） 
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《庁内全体の検討事項》 

 

立地適正化計画 

・「田畑」の維持（農地転用規制）  

→ 住宅が建てば適正化・通学区域の意味がなくなる。 

・古民家などの空き家活用（若者のリフォーム補助金） 

← 立地適正化に沿うよう中心市街地や上頓野から頓野へ。 

   ← 公営住宅は縮小（住替え中心で。） 

 

防災拠点としての学校 

 ・運動場を雨水貯留槽 

 ← ポンプ止めた時の浸水想定区域を確認  

・大規模停電にも対応できる避難所 ＋ 温室効果ガス削減 

・西小：急傾斜地、土石流、南小：浸水想定区域（ポンプ場横、老朽化） 

  

通学に関して 

・通学路管理（土木課、用地管理課） 

・スクールバスは民間路線を活用するか。 

 

地域組織 

 ・民生委員、消防団、自治会 ← 影響の確認 

 

廃校活用 

 ・教育関係施設、福祉関係施設、民間事業者への譲渡（一次産業用等）、 

コミュニティセンター（防災機能）などに。 

 

※ 地域、保護者、子どもたち、教職員、議員の目に見えるメリットが必要。 
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〇学校規模適正化に係る会議体とスケジュール 

 

【教育委員会】  

  

１） 児童生徒数及び教育環境変化の予測と具体的影響を把握し、総合教育会  

  議にて議論 

                            

２）上記会議の議論をもとに、教育環境向上を目的とした学校配置・通学区

域についての基本方針（案）を策定。 

    

・教育委員会内部の推進委員会（有識者、校長）を設置 

   ・庁内全体の課題検討委員会の設置 

                        

３）２）と並行して、総合教育会議の内容を中心に、行政内部から地域、保

護者へ広報し、問題意識を共有し続ける。 

    

※実施時期、方法を検討 

                           

４）校区・自治会やＰＴＡへの説明会を実施し、基本方針（案）を丁寧に説

明する。 

    

・学校規模適正化検討委員会（地域代表、ＰＴＡ代表他）の設置 

     

５）自治会、ＰＴＡ等から、首長・教育長への意見・要望（書）を受ける。 

 

・庁内検討委員会の協議内容も併せ、基本方針（案）を修正。 

   ・総合教育会議を適宜、開催。← 諮問内容の確認 

     

６）通学区域審議会へ、意見や要望を反映させた基本方針（案）をもとに、

学校規模適正化、通学区域改変について諮問 → 答申を受ける。 

    

・地域の代表も入れる。 

   ・５年ごとに開催し、児童・生徒の推移により方針修正。 

                      

７）答申内容をもとに、教育委員会として、具体的な学校配置・通学区域計 

画案を策定、庁内検討委員会の同意も得て公表。 
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８）議会、自治会、ＰＴＡなどへ報告、基本了承を得る。 

     

９）実施検討委員会の発足と準備 

    

・自治会の代表やＰＴＡ、学校関係者などによる検討委員会の発足。 

→ スクールバス、通学路、学校行事、制服など  

   ・保護者を中心に出る様々な要望について、全庁的に対応。 

     ← 児童福祉や家庭支援などについても考えておく。 

 

10）市議会議決、県への届出等 

    

※ ９）、１０）の手順は要確認（施設整備方針、進捗状況による。） 

 

 

《学校規模適正化庁内検討委員会》 

 

〇委員構成（設置要綱作成） 

委員長：総合政策部長  副委員長：教育部長 

  事務局：（      ） 教育総務課 

  委 員：企画経営課長、財政課長、防災・地域安全課長、都市計画課長、 

      農業振興課長、学校教育課長、文化・スポーツ推進課長 

   適宜：消防本部総務課長、健康長寿課長（民生委員）、用地管理課長、 

商工観光課長   

 

〇開催スケジュール（２ヵ月に一回程度） 

１回目（年内） 

   ・これまでの検討結果について（総合教育会議の内容を報告） 

  ２回目（年度内） 

   ・一回目の会議を受けての検討課題整理 

  ３回目以降は、事務局が教育委員会と調整して実施 

  

  



基本方針（案）をもとに、学校規模適正化、通学区域改変について諮問する。 答申を受ける。

地域・保護者からの意見や要望を受けて、基本方針を改正していく。

学校配置、通学区域について
の基本方針を策定

地域、保護者への
広報開始

首長、教育長への意見・
要望書の提出を受ける

首長、教育長への意見・
要望書の提出を受ける

総合教育会議

通学区域審議会

・委員会内推進会議
・庁内検討委員会

地元協議

PTA・保護者協議

学校規模適正化検討
委員会（地域代表、Ｐ

ＴＡ代表他）

広報

令和４年度 令和５年度令和３年度
10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月



令和３年度 直方市教育委員会学校訪問（延期分）日程  

 

１ 訪問校及び延期実施期日 

学 校 名 日  時 集合時間 

直 方 第 三 中 学 校 令和４年１月２４日（月） 午前８時３５～４５分 

直 方 東 小 学 校 令和４年１月２８日（金） 午前８時３０～４０分 

 
 
 

２ 時程例（時程例）  
【直方第三中学校】           【直方東小学校】 

当日の日程（予定） 当日の日程（予定） 

8:50～9:00 

9:00～9:35 

9:40～9:50 

9:55～10:45 

 

10:50～11:00 

 

11:05～11:50 

校長挨拶 

校長、教頭、教務担当説明 

授業者紹介 

授業参観 

公簿閲覧 

教育委員の職員への挨拶 

校長の代表の挨拶 

懇談 

8:45～8:50 

8:50～9:25 

9:25～9:35 

9:40～10:25 

 

10:50～11:00 

 

11:05～11:50 

校長挨拶 

校長、教頭、教務担当説明 

授業者紹介 

授業参観 

公簿閲覧 

教育委員の職員への挨拶 

校長の代表の挨拶 

懇談 
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直方市教育委員会
日 曜 直方市 学校行事 振替

1 水
◎定例校長会議（15:30～　503,504）
チャレンジテスト(～17日(金)まで 小４年生国算)

個人懇談(南) 委員会活動(植) 汽車倶楽部見学(新)
観劇会(東)

若年教員研修１年目(初任者研修)(小)④【県センター】Ｃ日程

2 木 観劇会(上) 委員会活動(下) 職員会議(東) エキスパート教員研修【県センター】

3 金
職員会議(南 新) 修学旅行(植中) 眼科・耳鼻科検診(中)
委員会活動(中)

中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)④【体研】
科学の甲子園ジュニア全国大会(～５日)
ミドルリーダー養成講座(生徒指導・教育相談)④
人権教育指導者養成連続講座⑥

4 土 修学旅行(三 植中) 修学旅行事前指導(一) 福岡県中学生英語スピーチコンテスト

5 日 修学旅行(一 三 植中)

6 月
学力向上担当者会(１６：００～ 中央公民館第３学習室)
研究集録説明会(16:00～ 502)

修学旅行(一 三) 福岡県道徳教育地域指導者研修⑤
植中2
年

7 火
避難訓練(新) 汽車倶楽部見学(下) 個人懇談会(植)
修学旅行(一)

三 植中
2年

8 水
代表委員会(西) 汽車倶楽部見学(下)
個人懇談会(中 植)

学力向上先進地域視察事後研修(予定)
若年教員研修１年目(初任者研修)(中)④【県センター】

一 三中
2年

9 木 ◎小中一貫教育推進本部会（15：30～　808） 個人懇談会(中 植) 代表委員会(東)
福岡県「地域とともにある学校づくり」充実のための研修会
【県センター】

一中2年

10 金 直方市学力調査(基準日) 眼・耳鼻科検診(下) クラブ活動(下) 個人懇談会(中) 若年教員研修(養護教諭)３年目③【体研】

11 土

12 日

13 月 個人懇談会(二 植中) ＡＬＴ研修⑤

14 火 個人懇談会(西 上 下 二 植中) しめ縄づくり(中)

15 水
小中一貫教育推進委員会（15：30～　503,504） 個人懇談会(西 上 下 一 二 三 植中) 修学旅行(北)

 眼・耳鼻科検診(植)

16 木 個人懇談会(西 上 下 福 一 二 三 植中) 修学旅行(北) 学力向上推進拠点校指定事業第２回担当者連絡協議会

17 金 個人懇談会(西 福 一 二 三 植中) 眼・耳鼻科検診(植)

18 土

19 日

20 月 個人懇談(福 一 三)
新任校(園)長研修②【県センター】

21 火 薬物乱用防止教室(福) 個人懇談(一 三) 新任教頭研修②【県センター】

22 水 人権教育推進会議(14:00～ 503・504)

23 木 給食終了 職員会議(三)

24 金 終業式 職員会議(感 上 下 植 三 植中)

25 土

26 日

27 月

28 火 学校閉庁日

29 水

30 木

31 金

北九州教育事務所・教育センター等

備
　
　
考

令和３年度　１２月行事予定
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